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長野県告示第469号

　令和５年９月21日、長野県議会定例会を長野市に招集します。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

財　政　課

長野県告示第470号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定により、農林水産大臣から次のとおり種畜証明書を交付し

た旨通報がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

定期種畜検査に基づく交付

種　畜
証明書
番　号

家畜
の

種類
品　　種

名　　　　前

（登録番号）
飼養者の住所氏名 等級 有効期限 有効区域

第
11380853187

号
牛 黒毛和種

13808	5318	7

虎伍2780

（全和黒　15298）

木曽郡木曽町
木曽農業協同組合 ２級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円

第
21220010001

号
馬 木曽種

豊桜

（日馬繁	91S	00019）

木曽郡木曽町
木曽馬乗馬センター １級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円

第
21220010002

号
馬 木曽種

鈴風

（日馬繁	91S	00021）

木曽郡木曽町
木曽馬乗馬センター １級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円
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園芸畜産課家畜防疫対策室

第
22220050001

号
馬 木曽馬種

瑞風

（日馬繁	91S	00031）

木曽郡木曽町
木曽馬保存会 ２級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円

第
22220050002

号
馬 木曽馬種

草力

（日馬繁	91S	00032）

木曽郡木曽町
木曽馬保存会 ２級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円

第
22320040001

号
馬 木曽馬種

雪次朗

（日馬繁	91S	00033

木曽郡木曽町
木曽馬保存会 ２級

令和５年５月19日
～

令和６年５月19日
全国一円

第
11647439659

号
牛 ホルスタイン種

16474	3965	9

ゴツドフレイ	マスタ
ーデビュー
（日ホ血	1647439659）

群馬県安中市
有限会社神澤牧場 ２級

令和５年５月12日
～

令和６年５月12日
全国一円

長野県告示第471号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　南佐久郡小海町大字千代里字ダイボウジ 392 の 46、392 の 47

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第472号

　千曲市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　数値地形図　修正測量　地図情報レベル 2500

２　作業期間

　　令和５年７月31日から令和６年３月29日まで

３　作業地域

　　千曲市

建設政策課
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長野県告示第473号

　御代田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公

共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　３級基準点　座標補正

２　作業期間

　　令和５年８月２日から令和５年10月６日まで

３　作業地域

　　北佐久郡御代田町

建設政策課

長野県告示第474号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第２項の規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量　UAV レーザ測量

２　作業期間

　　令和４年11月１日から令和５年５月31日まで

３　作業地域

　　松本市

建設政策課

長野県告示第475号

　長野県諏訪地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　２級基準点測量

２　作業期間

　　令和４年11月26日から令和５年７月28日まで

３　作業地域

　　諏訪市

建設政策課

長野県告示第476号

　長野県長野建設事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量
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建設政策課

２　作業期間

　　令和４年５月20日から令和５年３月23日まで

３　作業地域

　　長野市、須坂市、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町、上水内郡小川村

長野県告示第477号

　長野県長野建設事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量

２　作業期間

　　令和４年６月21日から令和５年３月23日まで

３　作業地域

　　長野市、千曲市、埴科郡坂城町、上水内郡小川村

建設政策課

長野県告示第478号

　御代田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公

共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年８月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　２級基準点　座標補正

２　作業期間

　　令和５年５月９日から令和５年７月31日まで

３　作業地域

　　北佐久郡御代田町

建設政策課


